
 大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。  

  平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 七 日  

大 阪 府 知 事 職 務 代 理 者        

大 阪 府 副 知 事  竹 内  廣 行    

大 阪 府 規 則 第 六 十 八 号  

大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 大 阪 府 規 則 第 二 十 二 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 許 可 の 申 請 ）  

第 三 条 （ 略 ）  

２  条 例 第 十 一 条 第 一 項 第 十 二 号 の 規 則 で 定 め

る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

一 ― 三 （ 略 ）  

３ ― ８ （ 略 ）  
 

（ 講 習 会 の 講 習 課 程 の 特 例 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
 二  電 気 工 事 士 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 第

一 種 電 気 工 事 士 で あ る 者 、 同 条 第 二 項 に 規 定

す る 第 二 種 電 気 工 事 士 で あ る 者 、 同 条 第 三 項

に 規 定 す る 特 種 電 気 工 事 資 格 者 で あ る 者 又

は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 電 気 工 事 従 事

者 で あ る 者  

三 ・ 四 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

（ 標 識 の 掲 示 ）  

第 二 十 五 条 の 三  （ 略 ）  

一 ― 四 （ 略 ）  

五 条 例 制 定 団 体 （ 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 高

槻 市 、 枚 方 市 、 八 尾 市 、 寝 屋 川 市 及 び 東 大 阪

市 に 限 る 。 ） に 第 十 六 条 第 二 項 第 三 号 の 届 出

を し て い る 者 に あ っ て は 、 届 出 番 号  

２ （ 略 ）  
 

様
式
第

1
1
号
（
第
1
6
条
関
係
）

 

屋
外
広
告
業
登
録
申
請
書

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

 
（
略
）

 

３
 
⑦
の
欄
か
ら
⑩
の
欄
ま
で
は
、
大
阪
府
の
区
域

（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、

八
尾
市
、
寝
屋
川
市
及
び
東
大
阪
市
の
区
域
を
除

く
。
）
内
で
屋
外
広
告
業
を
行
う
営
業
所
に
つ
い

て
、
全
て
記
載
す
る
こ
と
。
記
載
欄
が
足
り
な
い

場
合
は
、
こ
の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

に
記
載
し
て
、
そ
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

（
略
）

 

（ 許 可 の 申 請 ）  

第 三 条 （ 略 ）  
２  条 例 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 規 則 で 定 め

る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  
 一 ― 三  （ 略 ）  

３ ― ８ （ 略 ）  
 

（ 講 習 会 の 講 習 課 程 の 特 例 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
 二  電 気 工 事 士 法 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 第

一 種 電 気 工 事 士 で あ る 者 、 同 条 第 二 項 に 規 定

す る 第 二 種 電 気 工 事 士 で あ る 者 、 同 条 第 三 項

に 規 定 す る 特 殊 電 気 工 事 資 格 者 で あ る 者 又

は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 電 気 工 事 従 事

者 で あ る 者  

三 ・ 四 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

（ 標 識 の 掲 示 ）  

第 二 十 五 条 の 三  （ 略 ）  

一 ― 四 （ 略 ）  

五 条 例 制 定 団 体 （ 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 高

槻 市 、 枚 方 市 、 八 尾 市 及 び 東 大 阪 市 に 限 る 。 ）

に 第 十 六 条 第 二 項 第 三 号 の 届 出 を し て い る

者 に あ っ て は 、 届 出 番 号  

２ （ 略 ）  
 

様
式
第

1
1
号
（
第
1
6
条
関
係
）

 

屋
外
広
告
業
登
録
申
請
書

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

 
（
略
）

 

３
 
⑦
の
欄
か
ら
⑩
の
欄
ま
で
は
、
大
阪
府
の
区
域

（
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
高
槻
市
、
枚
方
市
、

八
尾
市
及
び
東
大
阪
市
の
区
域
を
除
く
。）

内
で

屋
外
広
告
業
を
行
う
営
業
所
に
つ
い
て
、
全
て
記

載
す
る
こ
と
。
記
載
欄
が
足
り
な
い
場
合
は
、
こ

の
様
式
の
例
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
に
記
載
し

て
、
そ
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

（
略
）

 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 旧

規 則 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ て い る 申 請 書 そ の 他 の 書 類 は 、 改 正 後 の

大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ

れ た も の と み な す 。  

３  旧 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た 上 、 新 規

則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

様
式
第
1
8
号
（
第
2
1
条
の
２
関
係
）

 

屋
外
広
告
業
登
録
事
項
変
更
届
出
書

 

 

      
（
略
）

 

注
：

1
 
④
の
欄
及
び
⑤
の
欄
は
、
変
更
に
係
る
も
の
を

 
 

対
比
さ
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
た
だ
し
、
届
出
の
内
容
が
「
役
員
の
氏
名
」
及

び
「
営
業
所
の
名
称
又
は
所
在
地
」
に
つ
い
て
の

変
更
の
場
合
は
、
変
更
し
な
い
も
の
を
含
め
て
全

て
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
略
）

 

（
略
）

 
  

 
 

 

様
式
第
1
8
号
（
第
2
1
条
の
２
関
係
）

 

屋
外
広
告
業
登
録
事
項
変
更
届
出
書

 

 

      
（
略
）

 

注
：

1
 
④
の
欄
及
び
⑤
の
欄
は
、
変
更
に
係
る
も
の
を

 
 

対
比
さ
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
た
だ
し
、
届
出
の
内
容
が
「
役
員
の
氏
名
」
及

び
「
営
業
所
の
名
称
又
は
所
在
地
」
に
つ
い
て
の

変
更
の
場
合
は
、
変
更
し
な
い
も
の
も
含
め
て
全

て
記
載
す
る
こ
と
。

 

（
略
）

 

（
略
）

 
  

 
 

様
式
第

2
0
号
（
第
2
3
条
関
係
）

 

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書

 

（
略
）

 

    

 

 

（
略
）

 

２
 
受
講
料
は
、
納
付
書
に
よ
り
府
指
定
金
融
機
関
へ
納

 
 
 

付
の
上
、
納
付
証
明
書
（
原
本
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

 

（
略
）

 

   
 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

  
（
略
）

 

      

 

様
式
第

2
0
号
（
第
2
3
条
関
係
）

 

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書

 

（
略
）

 

    

 

 

（
略
）

 

２
 
受
講
料
は
、
納
付
書
に
よ
り
府
指
定
金
融
機
関
へ
納

 
 
 

付
の
上
、
納
付
証
明
書
（
原
本
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
 

（
略
）

 

   
 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

（
略
）

 

  
（
略
）

 

      

 

  


